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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視標光束を被検眼に向けて投影する投光光学系と、
　前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化する矯正光学系と
、
　前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光する凹面ミラーと
、
　を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備える自覚式検眼
装置であって、
　前記凹面ミラーによって付加される非点収差であって前記矯正光学系の矯正度数によっ
て異なる非点収差を補正するための補正量を、前記矯正光学系の矯正度数に基づいて設定
する補正設定手段と、
　前記補正設定手段によって設定された前記補正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて
生じる前記光学収差を補正する補正手段と、
　を備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項２】
　視標光束を被検眼に向けて投影する投光光学系と、
　前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化する矯正光学系と
、
　前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光する凹面ミラーと
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、
　を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備える自覚式検眼
装置であって、
　前記視標光束の像の形成位置を変更し、前記視標光束による視標の呈示距離を変更する
制御手段と、
　前記凹面ミラーによって付加される非点収差であって前記視標光束による視標の呈示距
離によって異なる非点収差を補正するための補正量を、前記呈示距離に基づいて設定する
補正設定手段と、
　前記補正設定手段によって設定された前記補正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて
生じる前記光学収差を補正する補正手段と、
　を備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項３】
　視標光束を被検眼に向けて投影する投光光学系と、
　前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化する矯正光学系と
、
　前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光する凹面ミラーと
、
　を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備える自覚式検眼
装置であって、
　右眼用光路及び左眼用光路から出射される前記視標光束の輻輳角度を変更する輻輳角度
変更手段と、
　前記凹面ミラーによって付加される非点収差であって前記視標光束の輻輳角度によって
異なる非点収差を補正するための補正量を、前記輻輳角度に基づいて設定する補正設定手
段と、
　前記補正設定手段によって設定された前記補正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて
生じる前記光学収差を補正する補正手段と、
　を備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項４】
　請求項１の自覚式検眼装置において、
　前記自覚式測定手段の光路中における補助光学部材の挿脱を制御する挿脱手段と、
　他覚式測定手段によって取得された眼屈折力に基づいて、補助光学部材が必要であるか
否かを判定する判定手段と、
　を備え、
　前記挿脱手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記自覚式測定手段の光路中に
おける前記補助光学部材の挿脱を制御することを特徴とする自覚式検眼装置。
【請求項５】
　請求項１の自覚式検眼装置において、
　他覚式測定手段によって取得された眼屈折力に基づいて、補助光学部材が必要であるか
否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づく報知情報をモニタに表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする自覚式検眼装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自覚式検眼装置としては、例えば、屈折度の調節が可能な矯正光学系を被検者の
眼前に個別に配置し、矯正光学系を介して検査視標を被検眼の眼底へ投光するものが知ら
れている（特許文献１参照）。検者は、被検者の応答を受けその視標が被検者に適正に見
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えるまで矯正光学系の調節を行って矯正値を求め、この矯正値に基づいて被検眼の屈折力
を測定する。また、例えば、自覚式検眼装置としては、矯正光学系を介した検査視標が像
を被検者の眼前に形成し、矯正光学系を眼前に配置することなく、被検眼の屈折力を測定
するものが知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１７６８９３号公報
【特許文献２】米国特許第３８７４７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、自覚式検眼装置において、装置を構成する各部材から光学収差が生じる。こ
のため、光学収差を補正していた。しかしながら、被検眼の光学特性を自覚的に測定する
際に、測定条件（例えば、眼屈性力、検査距離、輻輳角度）によって、光学収差が変化す
る。これによって、一定の光学収差を補正するための補正量で補正を行っていた場合には
、光学収差を抑制することが困難となる場合がある。
【０００５】
　本開示は、上記問題点を鑑み、光学収差を抑制し、被検眼の光学特性を精度よく測定す
ることができる自覚式検眼装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
　（１）　本開示の第１態様に係る自覚式検眼装置は、視標光束を被検眼に向けて投影す
る投光光学系と、前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化す
る矯正光学系と、前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光す
る凹面ミラーと、を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備
える自覚式検眼装置であって、前記凹面ミラーによって付加される非点収差であって前記
矯正光学系の矯正度数によって異なる非点収差を補正するための補正量を、前記矯正光学
系の矯正度数に基づいて設定する補正設定手段と、前記補正設定手段によって設定された
前記補正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて生じる前記光学収差を補正する補正手段
と、を備えることを特徴とする。
（２）　本開示の第２態様に係る自覚式検眼装置は、視標光束を被検眼に向けて投影する
投光光学系と、前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化する
矯正光学系と、前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光する
凹面ミラーと、を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備え
る自覚式検眼装置であって、前記視標光束の像の形成位置を変更し、前記視標光束による
視標の呈示距離を変更する制御手段と、前記凹面ミラーによって付加される非点収差であ
って前記視標光束による視標の呈示距離によって異なる非点収差を補正するための補正量
を、前記呈示距離に基づいて設定する補正設定手段と、前記補正設定手段によって設定さ
れた前記補正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて生じる前記光学収差を補正する補正
手段と、を備えることを特徴とする。
（３）　本開示の第３態様に係る自覚式検眼装置は、視標光束を被検眼に向けて投影する
投光光学系と、前記投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化する
矯正光学系と、前記矯正光学系によって矯正された前記視標光束を前記被検眼に導光する
凹面ミラーと、を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備え
る自覚式検眼装置であって、右眼用光路及び左眼用光路から出射される前記視標光束の輻
輳角度を変更する輻輳角度変更手段と、前記凹面ミラーによって付加される非点収差であ
って前記視標光束の輻輳角度によって異なる非点収差を補正するための補正量を、前記輻
輳角度に基づいて設定する補正設定手段と、前記補正設定手段によって設定された前記補
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正量に基づいて、前記自覚式測定手段にて生じる前記光学収差を補正する補正手段と、を
備えることを特徴とする。
 
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係る自覚式検眼装置の外観図である
【図２】測定手段の構成について説明する図である。
【図３】本実施形態に係る自覚式検眼装置の内部を正面方向から見た概略構成図である。
【図４】本実施形態に係る自覚式検眼装置の内部を側面方向から見た概略構成図である。
【図５】本実施形態に係る自覚式検眼装置の内部を上面方向から見た概略構成図である。
【図６】遠用距離から視標を呈示する場合の一例である。
【図７】近用距離から視標を呈示する場合の一例である。
【図８】偏向ミラーの移動による光軸間距離の変更について説明する図である。
【図９】撮像素子によって撮像された前眼部画像が表示された前眼部観察画面を示す図で
ある。
【図１０】アライメント制御について説明する図である。
【図１１】アライメント許容範囲の変更について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、典型的な実施形態の１つについて、図１～図１１を参照し、説明する。なお、以
下の説明においては、自覚式検眼装置１の奥行き方向（被検者の測定の際の被検者の前後
方向）をＺ方向、奥行き方向に垂直（被検者の測定の際の被検者の左右方向）な平面上の
水平方向をＸ方向、鉛直方向（被検者の測定の際の被検者の上下方向）をＹ方向として説
明する。なお、以下符号に付されるＲ、Ｌはそれぞれ右眼用、左眼用を示すものとする。
【０００９】
　図１は、本実施形態に係る自覚式検眼装置１の外観図である。本実施形態における自覚
式検眼装置１は、筐体２、呈示窓３、操作部（モニタ）４、顎台５、基台６、撮像光学系
１００等を備える。例えば、筐体２は、内部に部材を収納する。例えば、筐体２の内部に
は、測定手段（図１の点線部）７を備える（詳細は後述する）。例えば、測定手段７は、
右眼用測定手段（右眼用測定手段）７Ｒと左眼用測定手段（左眼用測定手段）７Ｌを備え
る。本実施形態においては、右眼用測定手段７Ｒと左眼用測定手段７Ｌは、同一の部材を
備えている。すなわち、自覚式検眼装置１は、左右一対の自覚式測定手段と、左右一対の
他覚式測定手段と、有する。もちろん、右眼用測定手段７Ｒと左眼用測定手段７Ｌは、部
材の少なくとも一部が異なる構成であってもよい。
【００１０】
　例えば、呈示窓３は、被検者に視標を呈示するために用いられる。例えば、右目用測定
手段７Ｒと左目用測定手段７Ｌからの視標光束が呈示窓３を介して被検眼Ｅに投影される
。
【００１１】
　例えば、モニタ（ディスプレイ）４は、タッチパネルである。すなわち、本実施形態に
おいて、モニタ４が操作部（コントローラ）として機能する。モニタ４は、入力された操
作指示に応じた信号を後述する制御部７０に出力する。もちろん、モニタ４と操作部が別
に設けられた構成であってもよい。例えば、操作部には、マウス、ジョイスティック、キ
ーボード等の操作手段の少なくともいずれかを用いる構成が挙げられる。
【００１２】
　例えば、モニタ４は、自覚式検眼装置１の本体に搭載されたディスプレイであってもよ
いし、自覚式検眼装置１の本体に接続されたディスプレイであってもよい。もちろん、タ
ッチパネル式でなくともよい。例えば、パーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」という
。）のディスプレイを用いてもよい。また、例えば、複数のディスプレイが併用されても
よい。例えば、モニタ４には、測定結果が表示される。
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【００１３】
　例えば、顎台５は、被検眼Ｅと自覚式検眼装置１との距離を一定に保つため、又は顔の
大きいブレを抑えるため、に用いられる。例えば、基台６には、顎台５と、筐体２が固定
されている。なお、本実施形態においては、被検眼Ｅと自覚式検眼装置１との距離を一定
に保つために顎台５を用いているがこれに限定されない。被検眼Ｅと自覚式検眼装置１と
の距離を一定に保つための構成であればよい。例えば、被検眼Ｅと自覚式検眼装置１との
距離を一定に保つための構成としては、額当て、顔当て等を用いる構成が挙げられる。
【００１４】
　例えば、撮像光学系１００は、図示無き撮像素子とレンズによって構成される。例えば
、撮像光学系は、被検眼の顔を撮影するために用いられる。
【００１５】
　＜測定手段＞
　図２は、測定手段７の構成について説明する図である。本実施形態においては、左眼用
測定手段７Ｌを例に挙げて説明する。本実施形態において、右眼用測定手段７Ｒは、左眼
用測定手段７Ｌと同様の構成であるため、説明は省略する。例えば、左眼用測定手段７Ｌ
は、自覚式測定光学系２５と、他覚式測定光学系１０と、第１指標投影光学系４５、第２
指標投影光学系４６、観察光学系５０を備える。
【００１６】
　＜自覚式光学系＞
　例えば、自覚測定光学系２５は、被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段
の構成の一部として用いられる（詳細は後述する）。例えば、被検眼の光学特性としては
、眼屈折力、コントラスト感度、両眼視機能（例えば、斜位量、立体視機能等）等が挙げ
られる。なお、本実施形態においては、被検眼の眼屈折力を測定する自覚式測定手段を例
に挙げて説明する。例えば、自覚式測定光学系２５は、投光光学系（視標投光系）３０と
、矯正光学系６０、補正光学系９０、で構成される。
【００１７】
　例えば、投光光学系３０は、視標光束を被検眼Ｅに向けて投影する。例えば、投光光学
系３０は、ディスプレイ３１、投光レンズ３３、投光レンズ３４、反射ミラー３６、ダイ
クロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、対物レンズ１４、を備える。例えば
、ディスプレイ３１から投影された視標光束は、投光レンズ３３、投光レンズ３４、反射
ミラー３６、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、対物レンズ１４の
順で光学部材を経由して被検眼Ｅに投影される。
【００１８】
　例えば、ディスプレイ３１には、ランドルト環視標等の検査視標、被検眼Ｅを固視させ
るための固視標（後述する他覚測定時等に用いられる）等が表示される。例えば、ディス
プレイ３１からの視標光束が被検眼Ｅに向けて投影される。例えば、ディスプレイ３１と
しては、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminescence）等が用
いられる。本実施形態においては、ディスプレイ３１として、ＬＣＤを用いた場合を例に
挙げて、以下の説明を行う。
【００１９】
　なお、本実施形態においては、視標光束を投影する光源としてディスプレイ３１を用い
ているがこれに限定されない。視標光束を投影する構成であればよい。例えば、ＤＭＤ（
Digital Micromirror Device）を用いてもよい。一般的にＤＭＤは反射率が高く、明るい
。そのため、偏光を用いる液晶ディスプレイ１３を用いた場合と比べ、視標光束の光量を
維持できる。また、例えば、視標呈示用可視光源と、固視標を持つ視標板と、を有する構
成であってもよい。この場合、例えば、視標板は、回転可能なディスク板であり、複数の
視標を持つ。複数の視標は、例えば、後述する他覚測定時に被検者眼Ｅに雲霧を行うため
の固視標、自覚測定時に使用される視力検査用視標、を含んでいる。例えば、視力検査用
視標は、視力値毎の視標（視力値０．１、０．３、・・・、１．５）が用意されている。
例えば、視標板はモータ等によって回転され、視標は、投光光学系３０の光軸Ｌ２上で切
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換え配置される。視標呈示用可視光源によって照明された視標の視標光束は、投光レンズ
３３からダイクロイックミラー２９までの光学部材を介して被検眼Ｅに向かう。
【００２０】
　例えば、矯正光学系６０は、乱視矯正光学系６３、駆動機構３９を備える。
【００２１】
　例えば、乱視矯正光学系６３は、投光レンズ３４と投光レンズ３３との間に配置されて
いる。例えば、乱視矯正光学系６３は、被検眼の円柱度数、円柱軸等を矯正するために用
いられる。例えば、乱視矯正光学系６３は、焦点距離の等しい、２枚の正の円柱レンズ６
１ａ，６１ｂから構成される。円柱レンズ６１ａ，６１ｂは、それぞれ回転機構６２ａ、
６２ｂの駆動により、光軸Ｌ２を中心に各々独立して回転される。なお、本実施形態にお
いては、乱視矯正光学系６３は、２枚の正の円柱レンズ６１ａ，６１ｂを用いる構成を例
に挙げて説明したがこれに限定されない。乱視矯正光学系６３は、円柱度数、円柱軸等を
矯正できる構成であればよい。例えば、矯正レンズを投光光学系３０の光路に出し入れす
る構成でも良い。
【００２２】
　例えば、ディスプレイ３１は、モータ及びスライド機構からなる駆動機構３９により光
軸Ｌ２の方向に一体的に移動される。例えば、自覚測定時において、ディスプレイ３１が
移動されることにより、被検者眼に対する視標の呈示位置（呈示距離）が光学的に変えら
れることにより、被検眼の球面屈折力が矯正される。すなわち、ディスプレイ３１の移動
により、球面度数の矯正光学系が構成される。また、例えば、他覚測定時において、ディ
スプレイ３１が移動されることにより、被験者眼Ｅに雲霧が掛けられる。なお、球面度数
の矯正光学系としては、これに限定されない。例えば、球面度数の矯正光学系は、多数の
光学素子を有し、光路中に光学素子が配置されることによって矯正を行う構成であっても
よい。また、例えば、光路中に配置されたレンズを光軸方向に移動させる構成であっても
よい。
【００２３】
　なお、本実施形態においては、球面度数、円柱度数、円柱軸を矯正する矯正光学系を例
に挙げて説明しているがこれに限定されない。例えば、プリズム値が矯正される矯正光学
系を設けてもよい。プリズム値の矯正光学系を設けることによって、被検者が斜位眼であ
っても、視標光束が被検眼に投影されるように、矯正することができる。
【００２４】
　なお、本実施形態においては、円柱度数及び円柱軸の乱視矯正光学系６３と、球面度数
の矯正光学系（例えば、駆動手段３９）と、が別途設けられている構成を例に挙げて説明
したがこれに限定されない。例えば、矯正光学系として、球面度数、円柱度、円柱軸とが
矯正される矯正光学系を備える構成であればよい。例えば、矯正光学系が波面を変調させ
る光学系であってもよい。また、例えば、矯正光学系が、球面度数、円柱度数、円柱軸等
を矯正する光学系であってもよい。この場合、例えば、矯正光学系は、多数の光学素子（
球面レンズ、円柱レンズ、分散プリズム、等）が同一円周上に配置されているレンズディ
スクを備える構成が挙げられる。レンズディスクが駆動部（アクチュエータ等）によって
回転制御されることにより、検者が所望する光学素子が光軸Ｌ２に配置される。
【００２５】
　また、光軸Ｌ２に配置された光学素子（例えば、円柱レンズ、クロスシリンダレンズ、
ロータリプリズム等）が駆動部によって回転制御されることにより、検者が所望する回転
角度にて光学素子が光軸Ｌ２に配置される。光軸Ｌ２に配置される光学素子の切換え等は
、モニタ４などの入力手段（操作手段）の操作によって行われてもよい。
【００２６】
　レンズディスクは、１つのレンズディスク、又は複数のレンズディスクからなる。複数
のレンズディスクが配置された場合、各レンズディスクに対応する駆動部がそれぞれ設け
られる。例えば、レンズディスク群として、各レンズディスクが開口（又は０Ｄのレンズ
）及び複数の光学素子を備える。各レンズディスクの種類としては、度数の異なる複数の
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球面レンズを有する球面レンズディスク、度数の異なる複数の円柱レンズを有する円柱レ
ンズディスク、複数種類の補助レンズを有する補助レンズディスクが代表的である。補助
レンズディスクには、赤フィルタ／緑フィルタ、プリズム、クロスシリンダレンズ、偏光
板、マドックスレンズ、オートクロスシリンダレンズの少なくともいずれかが配置される
。また、円柱レンズは、駆動部により光軸Ｌ２を中心に回転可能に配置され、ロータリプ
リズム及びクロスシリンダレンズは、駆動部により各光軸を中心に回転可能に配置されて
もよい。
【００２７】
　例えば、補正光学系９０は、対物レンズ１４と後述する偏向ミラー８１の間に配置され
る。例えば、補正光学系９０は、自覚式測定手段にて生じる光学収差を補正するために用
いられる。例えば、補正光学系９０は、光学収差における非点収差を補正するために用い
られる。例えば、補正光学系９０は、焦点距離の等しい、２枚の正の円柱レンズ９１ａ，
９１ｂから構成される。例えば、補正光学系９０は、円柱度数と、円柱軸を調整すること
によって、非点収差を補正する。円柱レンズ９１ａ，９１ｂは、それぞれ回転機構９２ａ
、９２ｂの駆動により、光軸Ｌ３を中心に各々独立して回転される。なお、本実施形態に
おいては、補正光学系９０は、２枚の正の円柱レンズ９１ａ，９１ｂを用いる構成を例に
挙げて説明したがこれに限定されない。補正光学系９０は、非点収差を矯正できる構成で
あればよい。例えば、補正レンズを光軸Ｌ３に出し入れする構成でも良い。なお、本実施
形態においては、別途、補正光学系９０を配置する構成を例に挙げているがこれに限定さ
れない。矯正光学系６０が補正光学系９０を兼用する構成であってもよい。この場合、被
検眼の円柱度数、円柱軸を、非点収差量に応じて、補正する。すなわち、非点収差量を考
慮した（補正した）円柱度数、円柱軸を矯正するように、矯正光学系６０を駆動させる。
このように、矯正光学系６０が補正光学系９０を兼用することで、例えば、複雑な制御や
、別途、光学収差用の補正光学系を必要としないため、簡易的な構成で光学収差を補正す
ることができる。
【００２８】
　＜他覚式光学系＞
　例えば、他覚式測定光学系１０は、被検眼の光学特性を他覚的に測定する他覚式測定手
段の構成の一部として用いられる（詳細は後述する）。例えば、被検眼の光学特性として
は、眼屈折力、眼軸長、角膜形状等が挙げられる。なお、本実施形態においては、被検眼
の眼屈折力を測定する他覚式測定手段を例に挙げて説明する。
例えば、他覚式測定光学系１０は、投影光学系１０ａ、受光光学系１０ｂ、補正光学系９
０、で構成される。例えば、投影光学系（投光光学系）１０ａは、被検眼Ｅの瞳孔中心部
を介して被検眼Ｅの眼底にスポット状の測定指標を投影する。例えば、受光光学系１０ｂ
は、眼底から反射された眼底反射光を瞳孔周辺部を介してリング状に取り出し、二次元撮
像素子にリング状の眼底反射像を撮像させる。
【００２９】
　例えば、投影光学系１０ａは、他覚式測定光学系１０の光軸Ｌ１上に配置された，測定
光源１１、リレーレンズ１２、ホールミラー１３、プリズム１５、駆動部（モータ）２３
、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、及び対物レンズ１４を含む。
例えば、プリズム１５は、光束偏向部材である。例えば、駆動部２３は、プリズム１５を
光軸Ｌ１を中心に回転駆動させる回転手段である。例えば、光源１１は被検眼眼底と共役
な関係となっており、ホールミラー１３のホール部は瞳孔と共役な関係となっている。例
えば、プリズム１５は被検眼Ｅの瞳孔と共役な位置から外れた位置に配置されており、通
過する光束を光軸Ｌ１に対して偏心させる。なお、プリズム１５に代えて光束偏向部材と
して平行平面板を光軸Ｌ１上に斜めに配置する構成でも良い。
【００３０】
　例えば、ダイクロイックミラー３５は、自覚式測定光学系２５の光路と、他覚式測定光
学系１０の光路と、共通にする。すなわち、例えば、ダイクロイックミラー３５は、自覚
式測定光学系２５の光軸Ｌ２と、他覚式測定光学系１０の光軸Ｌ１と、を同軸にする。例
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えば、光路分岐部材であるビームスプリッタ２９は、自覚測定光学系２５による光束及び
投影光学系１０ａによる測定光を反射し、被検眼に導く。
【００３１】
　例えば、受光光学系１０ｂは、投影光学系１０ａの対物レンズ１４、ダイクロイックミ
ラー２９、ダイクロイックミラー３５、プリズム１５及びホールミラー１３を共用し、ホ
ールミラー１３の反射方向の光路に配置されたリレーレンズ１６、ミラー１７、ミラー１
７の反射方向の光路に配置された受光絞り１８、コリメータレンズ１９、リングレンズ２
０、ＣＣＤ等の二次元撮像素子２２（以下、撮像素子２２と記載する）を備える。例えば
、受光絞り１８及び撮像素子２２は、被検眼眼底と共役な関係となっている。例えば、リ
ングレンズ２０は、リング状に形成されたレンズ部と、レンズ部以外の領域に遮光用のコ
ーティングを施した遮光部と、から構成され、被検眼の瞳孔と光学的に共役な位置関係と
なっている。例えば、撮像素子２２からの出力は、演算制御部７０（以下、制御部７０）
に入力される。
【００３２】
　例えば、ダイクロイックミラー２９は、被検眼眼底による投影光学系１０ａからの測定
光の反射光を受光光学系１０に向けて反射する。また、例えば、ダイクロイックミラー２
９は、前眼部観察光及びアライメント光を透過し、観察光学系５０に導く。また、例えば
、ダイクロイックミラー３５は、被検眼眼底による投影光学系１０ａからの測定光の反射
光を受光光学系１０に向けて反射する。
【００３３】
　なお、他覚式測定光学系１０は上記のものに限らず、瞳孔周辺部から眼底にリング状の
測定指標を投影し、瞳孔中心部から眼底反射光を取り出し、二次元撮像素子にリング状の
眼底反射像を受光させる構成等、周知のものが使用できる。
【００３４】
　なお、他覚式測定光学系１０は上記のものに限らず、被検者眼眼底に向けて測定光を投
光する投光光学系と，測定光の眼底での反射によって取得される反射光を受光素子によっ
て受光する受光光学系と，を有する測定光学系であればよい。例えば、眼屈折力測定光学
系は、シャックハルトマンセンサーを備えた構成であってもよい。もちろん、他の測定方
式の装置が利用されてもよい（例えば、スリットを投影する位相差方式の装置）。
【００３５】
　例えば、投影光学系１０ａの光源１１と、受光光学系１０ｂの受光絞り１８、コリメー
タレンズ１９、リングレンズ２０、撮像素子２２は、光軸方向に一体的に移動可能となっ
ている。本実施形態において、例えば、投影光学系１０ａの光源１１と、受光光学系１０
ｂの受光絞り１８、コリメータレンズ１９、リングレンズ２０、撮像素子２２は、ディス
プレイ３１を駆動させる駆動機構３９により光軸Ｌ１の方向に一体的に移動される。すな
わち、ディスプレイ３１、投影光学系１０ａの光源１１と、受光光学系１０ｂの受光絞り
１８、コリメータレンズ１９、リングレンズ２０、撮像素子２２は、駆動ユニット９５と
して同期して一体的移動する。もちろん、別途、それぞれが駆動される構成としてもよい
。
例えば、駆動ユニット９５は、外側のリング光束が各経線方向に関して撮像素子２２上に
入射されるように他覚式測定光学系１０の一部を光軸方向に移動させる。すなわち、他覚
式測定光学系１０の一部を被検眼の球面屈折誤差（球面屈折力）に応じて光軸Ｌ１方向に
移動させることで、球面屈折誤差を補正し、被検眼眼底に対して光源１１、受光絞り１８
及び撮像素子２２が光学的に共役になるようにする。駆動機構３９の移動位置は、図示無
きポテンショメータにより検出される。なお、ホールミラー１３とリングレンズ２０は、
可動ユニット２５の移動量に拘わらず、被検眼の瞳と一定の倍率で共役になるように配置
されている。
【００３６】
　上記構成において、光源１１から出射された測定光は、リレーレンズ１２、ホールミラ
ー１３、プリズム１５、ダイクロイックミラー３５、ビームスプリッタ２９、対物レンズ
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１４、を経て、被検眼の眼底上にスポット状の点光源像を形成する。このとき、光軸周り
に回転するプリズム１５により、ホールミラー１３のホール部の瞳投影像（瞳上での投影
光束）は、高速に偏心回転される。眼底に投影された点光源像は反射・散乱されて被検眼
を射出し、対物レンズ１４によって集光され、ビームスプリッタ２９、ダイクロイックミ
ラー３５、高速回転するプリズム１５、ホールミラー１３、リレーレンズ１６、ミラー１
７を介して受光絞り１８の位置に再び集光され、コリメータレンズ１９とリングレンズ２
０とによって撮像素子２２にリング状の像が結像する。
【００３７】
　例えば、プリズム１５は、投影光学系１０ａと受光光学系１０ｂと共通光路に配置され
ている。このため、眼底からの反射光束は、投影光学系１０ａと同じプリズム１５を通過
するため、それ以降の光学系ではあたかも瞳孔上における投影光束・反射光束（受光光束
）の偏心が無かったかのように逆走査される。
【００３８】
　例えば、補正光学系９０は、自覚式測定光学系２５と兼用される。もちろん、別途、他
覚式測定光学系１０で用いる補正光学系を設ける構成としてもよい。
【００３９】
　＜第１指標投影光学系及び第２指標投影光学系＞
　本実施形態において、第１指標投影光学系４５及び第２指標投影光学系４６は、補正光
学系９０と、偏向ミラー８１との間に配置される。もちろん、第１指標投影光学系４５及
び第２指標投影光学系４６の配置位置は、これに限定されない。
【００４０】
　第１指標投影光学系４５は、光軸Ｌ３を中心として同心円上に４５度間隔で赤外光源が
複数個配置されており、光軸Ｌ３を通る垂直平面を挟んで左右対称に配置されている。第
１指標投影光学系４５は、被検眼の角膜にアライメント指標を投影するための近赤外光を
発する。第２指標投影光学系４６は、第１指標投影光学系４５とは異なる位置に配置され
６つの赤外光源を備える。この場合、第１指標投影光学系４５は、被検者眼Ｅの角膜に無
限遠の指標を左右方向から投影し、第２指標投影光学系４６は被検者眼Ｅの角膜に有限遠
の指標を上下方向もしくは斜め方向から投影する構成となっている。なお、図２の本図に
は、便宜上、第１指標投影光学系４５と、第２指標投影光学系４６の一部のみが図示され
ている。なお、第２指標投影光学系４６は、被検眼の前眼部を照明する前眼部照明として
も用いられる。また、角膜形状測定用の指標としても利用できる。また、第１指標投影光
学系４５及び第２指標投影光学系４６は、点状光源に限定されない。例えば、リング状光
源、ライン状の光源、であってもよい。
【００４１】
　＜観察光学系＞
　観察光学系（撮像光学系）５０は、自覚式測定光学系２５及び他覚式測定光学系１０に
おける、対物レンズ１４、ダイクロイックミラー２９が共用され、撮像レンズ５１、及び
二次元撮像素子５２を備える。例えば、撮像素子５２は、被検眼前眼部と略共役な位置に
配置された撮像面を持つ。例えば、撮像素子５２からの出力は、制御部７０に入力される
。これにより、被検眼の前眼部像は二次元撮像素子５２により撮像され、モニタ４上に表
示される。なお、この観察光学系５０は、第１指標投影光学系４５及び第２指標投影光学
系４６によって、被検眼の角膜に形成されるアライメント指標像を検出する光学系を兼ね
、制御部７０によりアライメント指標像の位置が検出される。
【００４２】
　＜自覚式検眼装置内部構成＞
　以下、自覚式検眼装置１の内部構成について説明する。図３は、本実施形態に係る自覚
式検眼装置１の内部を正面方向（図１のＡ方向）から見た概略構成図である。図４は、本
実施形態に係る自覚式検眼装置１の内部を側面方向（図１のＢ方向）から見た概略構成図
である。図５は、本実施形態に係る自覚式検眼装置１の内部を上面方向（図１のＣ方向）
から見た概略構成図である。なお、図３では、説明の便宜上、ハーフミラー８４の反射を
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示す光軸について省略している。なお、図４では、説明の便宜上、左眼用測定手段７Ｌの
光軸のみを示している。なお、図５では、説明の便宜上、左眼用測定手段７Ｌの光軸のみ
を示している。　
【００４３】
　例えば、自覚式検眼装置１は、自覚式測定手段と、他覚式測定手段と、を備える。例え
ば、自覚式測定手段は、測定手段７、偏向ミラー８１、駆動手段８３、駆動手段８２、ハ
ーフミラー８４、凹面ミラー８５、で構成される。もちろん、自覚式測定手段は、この構
成に限定されない。例えば、他覚式測定手段は、測定手段７、偏向ミラー８１、ハーフミ
ラー８４、凹面ミラー８５、で構成される。もちろん、他覚式測定手段は、この構成に限
定されない。
【００４４】
　なお、自覚式検眼装置１は、右眼用駆動手段９Ｒ、左眼用駆動手段９Ｌを有し、右眼用
測定手段７Ｒ及び左眼用測定手段７ＬをそれぞれＸ方向に移動できる。例えば、右眼用測
定手段７Ｒ及び左眼用測定手段７Ｌが移動されることによって、偏向ミラー８１と測定手
段７との間の距離が変更され、Ｚ方向における視標光束の呈示位置が変更される。これに
よって、矯正光学系６０によって矯正された視標光束を被検眼に導光し、矯正光学系６０
によって矯正された視標光束の像が被検眼の眼底に形成されるようにＺ方向における調整
することができる。
【００４５】
　例えば、偏向ミラー８１は、左右一対にそれぞれ設けられた右眼用の偏向ミラー８１Ｒ
、左眼用の偏向ミラー８１Ｌを有する。例えば、偏向ミラー８１は、矯正光学系６０と、
被検眼と間に配置される。すなわち、矯正光学系６０は、左右一対に設けられた右眼用矯
正光学系と左眼用矯正光学系を有しており、右眼用の偏向ミラー８１Ｒは、右眼用矯正光
学系と右眼ＥＲの間に配置され、左眼用の偏向ミラー８１Ｌは、左眼用矯正光学系と左眼
ＥＲの間に配置される。例えば、偏向ミラー８１は、瞳共役位置に配置されることが好ま
しい。
【００４６】
　例えば、右眼用の偏向ミラー８１Ｒは、右眼用測定手段７Ｒから投影される光束を反射
し、右眼ＥＲに導光する。また、例えば、右眼ＥＲで反射された反射光を反射し、右眼用
測定手段７Ｒに導光する。例えば、左眼用の偏向ミラー８１Ｌは、左眼用測定手段７Ｌか
ら投影される光束を反射し、左眼ＥＬに導光する。また、例えば、左眼ＥＬで反射された
反射光を反射し、左眼用測定手段７Ｌに導光する。なお、本実施形態においては、測定手
段７から投影される光束を反射し、被検眼Ｅに導光する偏向部材として、偏向ミラー８１
を用いる構成を例に挙げて説明しているがこれに限定されない。測定手段７から投影され
る光束を反射し、被検眼Ｅに導光する偏向部材であればよい。例えば、偏向部材としては
、プリズム、レンズ等が挙げられる。
【００４７】
　例えば、駆動手段８３は、モータ（駆動部）等からなる。例えば、駆動手段８３は、右
眼用の偏向ミラー８１Ｒを駆動するための駆動手段８３Ｒ、左眼用の偏向ミラー８１Ｌを
駆動するための駆動手段８３Ｌを有する。例えば、駆動手段８３の駆動によって、偏向ミ
ラー８１は、Ｘ方向に移動できる。例えば、右眼用の偏向ミラー８１Ｒ及び左眼用の偏向
ミラー８１Ｌが移動されることによって、右眼用の偏向ミラー８１Ｒ及び左眼用の偏向ミ
ラー８１Ｌとの間の距離が変更され、被検眼の瞳孔間距離にあわせて右眼用光路と左眼用
光路との間のＸ方向における距離を変更することができる。
【００４８】
　例えば、駆動手段８２は、モータ（駆動部）等からなる。例えば、駆動手段８２は、右
眼用の偏向ミラー８１Ｒを駆動するための駆動手段８２Ｒ、左眼用の偏向ミラー８１Ｌを
駆動するための駆動手段８２Ｌを有する。例えば、駆動手段８２の駆動によって、偏向ミ
ラー８１は、回転移動する。例えば、駆動手段８２は、水平方向（Ｘ方向）の回転軸、及
び鉛直方向（Ｙ方向）の回転軸に対して偏向ミラー８１を回転させる。すなわち、駆動手
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段８２は偏向ミラー８１をＸＹ方向に回転させる。なお、偏向ミラー８１の回転は、水平
方向又は鉛直方向の一方であってもよい。なお、右眼用光路と左眼用光路とでそれぞれ、
偏向ミラーが複数設けられた構成であってもよい。例えば、右眼用光路と左眼用光路とで
、２つの偏向ミラーがそれぞれ設けられる（例えば、右眼用光路で２つの偏向ミラー等）
構成が挙げられる。この場合、一方の偏向ミラーがＸ方向に回転され、他方の偏向ミラー
がＹ方向に回転されてもよい。例えば、偏向ミラー８１が回転移動されることによって、
矯正光学系６０の像を被検眼の眼前に形成されるためのみかけの光束を偏向させることに
より像の形成位置を光学的に補正することができる。
【００４９】
　例えば、凹面ミラー８５は、右眼用測定手段７Ｒと左眼用測定手段７Ｌとで共有される
。例えば、凹面ミラー８５は、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系
を含む左眼用光路と、で共有される。すなわち、凹面ミラー８５は、右眼用矯正光学系を
含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、共に通過する位置に配置され
ている。もちろん、凹面ミラー８５は、共有される構成でなくてもよい。右眼用矯正光学
系を含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、でそれぞれ凹面ミラーが
設けられる構成であってもよい。例えば、凹面ミラー８５は、矯正光学系を通過した視標
光束を被検眼に導光し、矯正光学系を通過した視標光束の像を被検眼の眼前に形成する。
なお、本実施形態においては、凹面ミラー８５を用いる構成を例に挙げているがこれに限
定されない。種々の光学部材を用いることができる。例えば、光学部材としては、レンズ
、平面ミラー等を用いることができる。
【００５０】
　例えば、凹面ミラー８５は、自覚式測定手段と、他覚式測定手段と、で兼用される。例
えば、自覚測定光学系２５から投影された視標光束は、凹面ミラー８５を介して、被検眼
に投影される。また、例えば、他覚測定光学系１０から投影された測定光は、凹面ミラー
８５を介して、被検眼に投影される。また、例えば、他覚測定光学系１０から投影された
測定光の反射光は、凹面ミラー８５を介して、他覚測定光学系１０の受光光学系１０ｂに
導光される。なお、本実施形態においては、他覚測定光学系１０による測定光の反射光は
、凹面ミラー８５を介して、他覚測定光学系１０の受光光学系１０ｂに導光される構成を
例に挙げているがこれに限定されない。他覚測定光学系１０による測定光の反射光は、凹
面ミラー８５を介さない構成であってもよい。
【００５１】
　より詳細には、例えば、本実施形態において、自覚式測定手段における、凹面ミラー８
５から被検眼Ｅまでの間の光軸と、他覚式測定手段における、凹面ミラー８５から被検眼
Ｅまでの間の光軸と、が少なくとも同軸で構成されている。なお、本実施形態においては
、ダイクロイックミラー３５によって、自覚式測定光学系２５の光軸Ｌ２と他覚式測定光
学系１０の光軸Ｌ１とが合成され、同軸となっている。
【００５２】
　以下、自覚測定手段の光路について説明する。例えば、自覚測定手段は、矯正光学系６
０を通過した視標光束を凹面ミラー８５によって、被検眼方向に反射することで被検眼に
視標光束を導光し、矯正光学系６０を通過した視標光束の像を光学的に所定の検査距離と
なるように被検眼の眼前に形成する。すなわち、凹面ミラー８５は、視標光束を略平行光
束にするように反射する。このため、被検者から見た視標像は、被検眼Ｅからディスプレ
イ３１までの実際の距離よりも遠方にあるように見える。すなわち、凹面ミラー８５を用
いることで、所定の検査距離の位置に視標光束の像が見えるように、被検者に視標像を呈
示することができる。
【００５３】
　より詳細に説明する。なお、以下の説明においては、左眼用光路を例に挙げて説明する
。右眼用光路においても、左眼用光路と同様の構成となっている。例えば、左眼用の自覚
測定手段において、左眼用測定手段７Ｌのディスプレイ１３から投影された視標光束は、
投光レンズ３３を介して、乱視矯正光学系６３に入射する。乱視矯正光学系６３を通過し
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た視標光束は、反射ミラー３６、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９
、対物レンズ１４を経由して、補正光学系９０に入射される。補正光学系９０を通過した
視標光束は、左眼用測定手段７Ｌから左眼用の偏向ミラー８１Ｌに向けて投影される。左
眼用測定手段７Ｌから出射されて左眼用の偏向ミラー８１で反射された視標光束は、ハー
フミラー８４によって凹面ミラー８５に向けて反射される。凹面ミラーによって反射され
た視標光束は、ハーフミラー８４を透過して、左眼ＥＬに到達する。
【００５４】
　これによって、左眼ＥＬの眼鏡装用位置（例えば、角膜頂点から１２ｍｍ程度）を基準
として矯正光学系６０によって矯正された視標像が左眼ＥＬの眼底上に形成される。従っ
て、乱視矯正光学系６３があたかも眼前に配置されたこと、及び、球面度数の矯正光学系
（本実施形態においては、駆動機構３９の駆動）による球面度数の調整が眼前で行われた
こと、と等価になっており、被検者は凹面ミラー８５を介して自然の状態で視標の像を視
準することができる。なお、本実施形態においては、右眼用光路においても、左眼用光路
と同様の構成であり、両被検眼ＥＲ，ＥＬの眼鏡装用位置（例えば、角膜頂点から１２ｍ
ｍ程度）を基準として、左右一対の矯正光学系６０によって矯正された視標像が両被検眼
の眼底上に形成されるようになっている。このようにして、被検者は自然視の状態で視標
を直視しつつ検者に対する応答を行い、検査視標が適正に見えるまで矯正光学系６０によ
る矯正を図り、その矯正値に基づいて自覚的に被検眼の光学特性の測定を行う。
【００５５】
　次いで、他覚測定手段の光路について説明する。なお、以下の説明においては、左眼用
光路を例に挙げて説明する。右眼用光路においても、左眼用光路と同様の構成となってい
る。例えば、左眼用の他覚測定手段において、他覚式測定光学系１０における投影光学系
１０ａの光源１１から出射された測定光は、リレーレンズ１２から対物レンズ１４までを
介して、補正光学系９０に入射される。補正光学系９０を通過した測定光は、左眼用測定
手段７Ｌから左眼用の偏向ミラー８１Ｌに向けて投影される。左眼用測定手段７Ｌから出
射されて左眼用の偏向ミラー８１で反射された測定光は、ハーフミラー８４によって凹面
ミラー８５に向けて反射される。凹面ミラーによって反射された測定光は、ハーフミラー
８４を透過して、左眼ＥＬに到達し、左眼ＥＬの眼底上にスポット状の点光源像を形成す
る。このとき、光軸周りに回転するプリズム１５により、ホールミラー１３のホール部の
瞳投影像（瞳上での投影光束）は、高速に偏心回転される。
【００５６】
　左眼ＥＬの眼底上に形成された点光源像の光は、反射・散乱されて被検眼Ｅを射出し、
測定光が通過した光路を経由して対物レンズ１４によって集光され、ダイクロイックミラ
ー２９、ダイクロイックミラー３５、プリズム１５、ホールミラー１３、リレーレンズ１
６、ミラー１７までを介する。ミラー１７までを介した反射光は、受光絞り１８の開口上
で再び集光され、コリメータレンズ１９にて略平行光束（正視眼の場合）とされ、リング
レンズ２０によってリング状光束として取り出され、リング像として撮像素子２２に受光
される。受光したリング像を解析することによって、他覚的に被検眼の光学特性を測定す
ることができる。
このように、例えば、本実施形態における自覚式検眼装置１は、矯正光学系の像を被検眼
の眼前に形成する。そして、本実施形態における自覚式検眼装置１は、自覚式測定手段と
ともに、他覚式測定手段を設けることによって、自覚測定及び他覚測定を被検者の眼前に
矯正光学系を配置することなく開放状態で行うことができる。これによって、被検者が日
常生活でものを見ているような、自然な状態下での測定が可能となり、良好に測定を行う
ことができる。また、自覚測定による光学特性及び他覚測定による光学特性を１つの装置
で行うことが可能となり、スムーズに被検眼の光学特性を測定できる
また、例えば、本実施形態における自覚式検眼装置１は、自覚式測定手段と他覚式測定手
段とで光学部材を共通して用いている。これによって、部材を少なくでき、簡易的な構成
で装置を構成することができる。また、余分なスペースを少なくすることができ、装置を
小型化することができる。
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【００５７】
　例えば、本実施形態における自覚式検眼装置１は、自覚式検査手段における光学部材か
ら被検眼までの間の光軸と、他覚式検査手段における光学部材から被検眼までの間の光軸
と、が同軸となっている。このため、被検眼の測定の際に、一方の調整を行うことによっ
て、他方の調整も完了することができ、測定時の調整を容易に行うことができる。すなわ
ち、他覚式測定手段の調整を行うことで、自覚式測定手段の調整も容易に行うことができ
る。
【００５８】
　例えば、本実施形態における自覚式検眼装置１は、凹面ミラー８５を用いている。この
ため、自覚式測定手段において、光学的に所定の検査距離に視標を呈示することが可能と
なり、所定の検査距離に視標を呈示する際に、実際の距離となるように部材等を配置する
必要がなくなる。これによって、余分な部材、スペースが必要なくなり、装置を小型化す
ることができる。
【００５９】
　＜制御部＞
　例えば、制御部７０は、ＣＰＵ（プロセッサ）、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備える。例えば、
制御部７０のＣＰＵは、自覚式検眼装置１の各部材の制御を司る。例えば、ＲＡＭは、各
種情報を一時的に記憶する。制御部７０のＲＯＭには、自覚式検眼装置１の動作を制御す
るための各種プログラム、各種検査のための視標データ、初期値等が記憶されている。な
お、制御部７０は、複数の制御部（つまり、複数のプロセッサ）によって構成されてもよ
い。
【００６０】
　例えば、制御部７０には、不揮発性メモリ（記憶部）７２、及びモニタ（本実施形態に
おいては、操作部を兼ねる）４、各種部材等が電気的に接続されている。不揮発性メモリ
（以下、メモリと記載）７２は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過
性の記憶媒体である。例えば、ハードディスクドライブ、フラッシュＲＯＭ、ＯＣＴデバ
イス１、及び、自覚式検眼装置１に着脱可能に装着されるＵＳＢメモリ等を不揮発性メモ
リ７２として使用することができる。例えば、メモリ７２には、自覚式測定手段及び他覚
式測定手段を制御するための制御プログラムが記憶されている。
【００６１】
　＜凹面ミラーに対する偏向角度の調整による輻輳角度の変更＞
　本実施形態において、制御部７０は、右眼用光路と左眼用光路に配置された各光偏向部
材（例えば、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌ）を制御して、右眼用測定光軸Ｌ４Ｒと左眼用測
定光軸Ｌ４Ｌの偏向角度を水平方向に関して変更してもよい。例えば、制御部７０は、凹
面ミラー８５に対する測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの入射角度を変更し、右眼用光路及び左眼
用光路から出射される視標光束の輻輳角度を変更してもよい。これによって、視標の呈示
距離に応じた輻輳角に変更できる。
【００６２】
　この場合、測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの角度が水平方向（Ｘ方向）に関して変更されるこ
とによって、測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの交差点Ｃの位置が変更される（図６、図７参照）
。右眼用測定手段７Ｒからの視標光束は、測定光軸Ｌ４Ｒを主光線として右眼ＥＲに投影
されるので、右眼ＥＲの視線方向は、測定光軸Ｌ４Ｒと同軸となる。同様に、左眼用測定
手段７Ｌからの視標光束は、測定光軸Ｌ４Ｌを主光線として左眼ＥＬに投影されるので、
左眼ＥＬの視線方向は、測定光軸Ｌ４Ｌと同軸となる。この結果、視標光束の輻輳角度が
変更され、左右眼の輻輳角度が変更される。
【００６３】
　より詳細には、例えば、制御部７０は、駆動手段８２を制御し、偏向ミラー８１Ｒ、８
１Ｌの反射角度を調整することによって測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの偏向角度を移動させて
もよい。もちろん、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌに限定されず、他の光偏向部材が用いられ
てもよい。
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【００６４】
　図６は、遠用距離から視標を呈示する場合の一例である。例えば、制御部７０は、測定
光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌが凹面ミラー８５の焦点位置を通るように測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌを
偏向させることによって、遠用距離に対応する輻輳角度が設定されてもよい。なお、厳密
な焦点位置に光軸を通す必要は必ずしもなく、遠用距離に対応する輻輳角度であればよい
。
【００６５】
　例えば、凹面ミラー８５によって反射された後の測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌは、互いに平
行な関係となり、Ｚ方向と同一方向となる。交差点Ｃは、無限遠あるいは遠用位置（例え
ば、見かけ上、被検眼から５ｍ離れた位置）に形成される。この場合、制御部７０は、視
標の呈示位置を調整し、被検眼の遠用位置に視標を結像させてもよい。この結果、見かけ
上、被検眼に対して遠方から視標が呈示されると共に、左右の視標光束が遠用距離に対応
する輻輳角度にセットされる。
【００６６】
　図７は、近用距離から視標を呈示する場合の一例である。例えば、制御部７０は、測定
光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌと、測定手段７Ｒ、７Ｌの測定光軸との成す角が遠用距離より更に小
さくなるように、測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌを偏向させることによって、輻輳角度を近方へ
シフトさせることができる。
【００６７】
　例えば、制御部７０は、凹面ミラー８５によって反射される直前の測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ
４Ｌが互いに平行な関係となるように、測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌを偏向させてもよい。凹
面ミラー８５によって反射された後の測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌは、凹面ミラー８５の焦点
位置を通り、左右眼に達する。これによって、見かけ上、凹面ミラー８５の焦点位置に交
差点Ｃが形成される。この場合、制御部７０は、視標の呈示位置を調整し、交差点Ｃに対
応する近用位置に視標を結像させてもよい。この結果、見かけ上、被検眼に対して近用位
置から視標が呈示されると共に、左右の視標光束が、設定された近用距離に対応する輻輳
角度にセットされる。
【００６８】
　もちろん、視標の呈示距離としては、上記に限定されない。つまり、制御部７０は、測
定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌを偏向し、被検眼に対する交差点Ｃの位置を変更することによって
視標光束の輻輳角度を任意に変更してもよい。この場合、光偏向部材の偏向角度（駆動角
度）と、視標呈示距離との対応関係が予め設定され、メモリ７２に記憶されてもよい。具
体的には、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌの反射角度と、視標呈示距離とが予め対応付けされ
てもよい。この場合、対応テーブル、演算式などがメモリ７２に記憶されてもよい。
【００６９】
　例えば、制御部７０は、操作部４からの操作信号に基づいて視標の呈示距離が入力され
、呈示距離に対応する偏向角度をメモリ７２から取得してもよい。さらに、制御部７０は
、取得された偏向角度に対応する角度に光偏向部材を駆動させてもよい。
【００７０】
　上記によれば、視標の呈示距離の変更に応じて、凹面ミラー８５に対する測定光軸Ｌ４
Ｒ、Ｌ４Ｌの偏向角度を切り換えることによって、自然視に近い形での視標呈示が可能と
なり、良好な測定結果を得ることができる。
【００７１】
　なお、以上の説明においては、投光光学系３０を制御して視標の呈示距離を変更する場
合、制御部７０は、矯正光学系６０の球面度数を変更することによって視標の呈示距離を
変更してもよい。例えば、視標が所定の近用距離（例えば、３３ｃｍ）に呈示される場合
、遠用の矯正度数（遠用の他覚屈折力測定又は遠用の視力測定で決定された遠用矯正度数
）の位置を基準として、近用距離に対応する度数（例えば、３．０Ｄ）だけ近方に近づけ
た位置にディスプレイ３１を配置してもよい。
【００７２】
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　＜左右測定光軸間距離の変更によるＰＤ調整＞
　本実施形態において、制御部７０は、右眼用光路と左眼用光路に配置された各光偏向部
材（例えば、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌ）を制御して、右眼用測定光軸Ｌ４Ｒと左眼用測
定光軸Ｌ４Ｌとの間の光軸間距離ＬＰＤを水平方向（Ｘ方向）に関して変更してもよい（
図８参照）。この場合、被検者の瞳孔間距離に基づいて、水平方向に関する各光偏向部材
の位置が調整されることによって、右眼用光路と左眼用光路が、被検者の瞳孔間距離（左
右眼距離）に対応する位置に配置されてもよい。なお、被検者の瞳孔間距離は、前述の両
眼撮像光学系によって左右眼の距離を画像処理によって求めることによって取得されても
よいし、ＰＤメータ等によって予め測定された測定結果をメモリ７２から取得してもよい
。
【００７３】
　この結果として、左右一対の測定光学系が瞳孔間距離に対応する位置に配置される。例
えば、左右一対の自覚式測定光学系２５の測定光軸が瞳孔間距離に対応する位置に配置さ
れる。これにより、矯正光学系６０、投光光学系３０等が瞳孔間距離に対応する位置に配
置される。また、例えば、左右一対の他覚式測定光学系１０の測定光軸が、瞳孔間距離に
対応する位置に配置される。なお、光軸間距離ＬＰＤの調整は、例えば、被検眼に対する
アライメント動作を行う前、他覚測定前、又は自覚測定前において自動的に実行されても
よいし、操作部４からの操作信号に基づいて実行されてもよい。
【００７４】
　なお、各光偏向部材を水平方向に駆動させる駆動手段（例えば、駆動手段８３）によっ
て測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの位置が水平方向（Ｘ方向）に関して変更されることよって、
測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの位置が変更されてもよい。また、光軸間距離ＬＰＤを変更する
具体的手法としては、例えば、制御部７０は、駆動手段８３を制御し、偏向ミラー８１Ｒ
、８１Ｌの水平方向における位置を調整することによって測定光軸Ｌ４Ｒ、Ｌ４Ｌの位置
を移動させてもよい。もちろん、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌに限定されず、他の光偏向部
材が用いられてもよい。
【００７５】
　図８は、偏向ミラー８１の移動による光軸間距離ＬＰＤの変更について説明する図であ
る。本実施形態において、偏向ミラー８１をＸ方向に移動させることによって、ＬＰＤを
変更することができる。例えば、図８（ａ）における、測定手段７Ｒと偏向ミラー８１Ｒ
との間の距離が短くなるように（偏向ミラー８１Ｒを測定手段７ＲからＸ方向に近づける
ように）偏向ミラー８１Ｒを移動させる。また、例えば、測定手段７Ｌと偏向ミラー８１
Ｌとの間の距離が短くなるように（偏向ミラー８１Ｌを測定手段７ＬからＸ方向に近づけ
るように）偏向ミラー８１Ｌを移動させる。これによって、図８（ｂ）に示されるように
、偏向ミラー８１が移動する。このため、図８（ａ）に示される光軸間距離ＬＰＤ１が図
８（ｂ）に示される光軸間距離ＬＰＤ２に変更される。
【００７６】
　上記において、水平方向における光偏向部材の位置と、瞳孔間距離ＰＤとの対応関係が
予め設定され、メモリ７２に記憶されてもよい。具体的には、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌ
の水平位置と、瞳孔間距離とが予め対応付けされてもよい。この場合、対応テーブル、演
算式などがメモリ７２に記憶されてもよい。
【００７７】
　例えば、制御部７０は、瞳孔間距離測定手段によって得られた被検眼の瞳孔間距離に対
応する光偏向部材の水平位置（駆動位置）をメモリ７２から取得してもよい。さらに、制
御部７０は、取得された水平位置に光偏向部材を移動させてもよい。
【００７８】
　＜収差補正＞
　制御部７０は、測定光学系の光路（例えば、左眼用光路、右眼用光路）にて生じる光学
収差を補正するための補正量を設定してもよい。さらに、制御部７０は、設定された補正
量に基づいて補正光学系９０を制御し、測定光学系の光路にて生じる光学収差を補正して
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もよい。なお、補正光学系９０での収差補正量としては、発生した光学収差をキャンセル
できる収差量に設定されることが好ましいが、検査に支障が現れない程度であれば、これ
に限定されない。
【００７９】
　測定光学系の光路にて生じる光学収差としては、例えば、主に、凹面ミラー８５によっ
て生じる光束の非点収差が考えられる。このような非点収差は、自覚式測定光学系２５、
他覚式測定光学系１０の少なくともいずれかに影響を及ぼし得る。なお、非点収差は方向
性を有する収差であり、非点収差を補正する場合、例えば、非点収差の発生方向をキャン
セルするように収差補正を行うようにしてもよい。
【００８０】
　＜矯正度数に応じた収差補正＞
　光学収差の収差量は、凹面ミラー８５上における光束の反射位置又は反射面積（光束径
）の変化によって異なる場合がある。その一例としては、矯正光学系６０の矯正度数の変
化によって視標光束の反射面積が変化し、結果として、収差量が変化する。
【００８１】
　つまり、矯正光学系６０にて設定される矯正度数によって、凹面ミラー８５に対する光
束の集光状態が異なる。例えば、矯正度数が０Ｄの場合、視標光束は、無限遠から平行光
束にて凹面ミラー８５に入射される。矯正度数がプラス側に強いほど、視標光束は、強い
拡散光束として凹面ミラー８５に入射されるので、反射面積が大きくなり、収差が大きく
なる。矯正度数がマイナス側に強いほど、視標光束は、強い収束光束として凹面ミラー８
５に入射されるので、反射面積が小さくなり、収差が小さくなる。このような反射面積の
違いによって、凹面ミラー８５によって付加される非点収差量が異なる。
【００８２】
　そこで、本実施形態では、矯正光学系６０の矯正度数に応じて補正光学系９０での収差
補正量を変化させてもよい。これによって、矯正度数に関わらず、非点収差が軽減された
収差の少ない視標を呈示させることができる。よって、自覚測定又は他覚測定を精度よく
行うことができる。
【００８３】
　この場合、凹面ミラー８５による非点収差を補正するための補正量が、矯正度数毎に予
め設定されたテーブルが作成されてもよく、作成されたテーブルは、メモリ７２に記憶さ
れてもよい。矯正度数毎の補正量は、例えば、光学シミュレーション又は実験等によって
求められてもよい。必ずしもテーブルを用いる必要はなく、矯正度数毎の補正量を導出す
るための演算式がメモリ７２に記憶され、演算式を用いて補正量を求めてもよい。
【００８４】
　矯正度数毎の補正量は、球面度数毎に作成されてもよい。さらに、各球面度数での乱視
度数、軸角度の違いを考慮して、各球面度数での乱視度数毎、軸角度毎に補正量が作成さ
れてもよい。なお、本発明者らのシミュレーションによれば、非点収差の変化量は、球面
度数の変化による影響が大きいので、球面度数毎に補正量が変化されることによって、一
定の効果が得られると考えられる。なお、矯正度数毎に補正量が設定される場合としては
、各度数毎に補正量が逐次異なってもよいし、例えば、所定のステップ内（例えば、０～
１．０Ｄ、１．０～２．０等の１．０Ｄステップ）において一定の補正量が設定され、ス
テップ毎に補正量が変化されてもよい。
【００８５】
　なお、他覚眼屈折力（球面度数Ｓ、乱視度数Ｃ、乱視軸角度Ａ）に基づいて矯正光学系
６０の矯正度数を設定する場合、制御部７０は、他覚眼屈折力（他覚屈折誤差）に対応す
る矯正度数に応じた収差補正量を、メモリ７２から取得し、取得された収差補正量に基づ
いて補正光学系９０を制御してもよい。
【００８６】
　すなわち、制御部７０は、他覚式眼屈折力測定装置（例えば、他覚式測定光学系１０）
によって得られた他覚眼屈折力に基づいて、収差補正量を設定してもよく、さらに、制御
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部７０は、設定された収差補正量に基づいて補正光学系９０を制御し、収差補正を行って
もよい。
【００８７】
　なお、矯正度数に応じて収差補正量を設定する場合、必ずしも矯正度数の数値データと
収差補正量とが対応付けされる必要は必ずしもなく、例えば、操作部４によって矯正度数
を入力する際の操作信号と収差補正量とが対応付けされてもよいし、矯正光学系６０の駆
動情報（例えば、ディスプレイ３１の位置等）と収差補正量とが対応付けされてもよいし
、上記のように他覚式眼屈折力測定装置での測定結果と収差補正量とが対応付けされても
よい。
【００８８】
　なお、視標の見かけの呈示距離を変更する場合、前述のような非点収差が生じ得る。こ
の場合、制御部７０は、視標の呈示距離に応じて収差補正量を変化させることで、呈示距
離の変化に関わらず、収差が軽減された視標が呈示される。制御部７０は、投光光学系３
０によって被検眼に呈示される視標距離に応じて、補正光学系９０の収差補正量を変化さ
せてもよい。この場合、視標呈示距離と収差補正量とが対応付けされてもよいし、投光光
学系３０の駆動情報（例えば、ディスプレイ３１の位置等）と収差補正量とが対応付けさ
れてもよい。なお、矯正光学系６０の矯正度数を制御することによって視標の呈示距離を
変更する場合、視標の呈示距離が付加された矯正度数に応じた収差補正量を設定してもよ
い。
【００８９】
　なお、凹面ミラー８５上における光束の反射面積の変化によって収差量が異なる例とし
ては、上記に限定されず、被検眼の眼屈折力の変化によって、他覚式測定光学系１０によ
って投影された眼底からの測定光束の凹面ミラー８５上での反射面積が変化し、結果とし
て、収差量が変化する。この場合、他覚式測定光学系１０の測定画像（例えば、リング画
像）が歪む可能性がある。そこで、他覚式測定光学系１０）によって予め得られた他覚眼
屈折力に応じて、補正光学系９０の収差補正量を変化させてもよい。これによって、収差
が軽減された測定画像が得られる。結果として、眼屈折力を精度よく行うことができる。
なお、収差補正量を設定するためのテーブル、演算式等については、前述と矯正度数と同
様の手法が採用できるので、特段の説明を省略する。なお、他覚眼屈折力と矯正度数は、
同一のパラメータ（ＳＣＡ）が用いられ得るので、これらの補正を行う場合、同一のテー
ブルまたは演算式が用いられてもよい。
【００９０】
　＜光偏向部材の偏向角度又は位置に応じた収差補正＞
　また、光偏向部材の偏向角度（例えば、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌ）、光偏向部材の水
平位置の少なくともいずれかの変化によって、凹面ミラー８５上での光束（例えば、視標
光束、他覚式測定光学系１０の測定光束）の反射位置が変化し、収差量が変化する。
【００９１】
　そこで、本実施形態では、制御部７０は、光偏向部材の偏向角度（例えば、偏向ミラー
８１Ｒ、８１Ｌ）、光偏向部材の水平位置の少なくともいずれかに応じて補正光学系９０
での収差補正量を変化させてもよい。これによって、例えば、光偏向部材の偏向角度、水
平位置に関わらず、非点収差が軽減された良好な視標を呈示させることができる。また、
偏向部材の偏向角度、水平位置に関わらず、非点収差が軽減された良好な測定画像を取得
できる。よって、自覚測定又は他覚測定を精度よく行うことができる。
【００９２】
　この場合、凹面ミラー８５による非点収差を補正するための補正量が、偏向角度、水平
位置のパラメータ毎に予め設定されたテーブルが作成されてもよく、作成されたテーブル
は、メモリ７２に記憶されてもよい。補正量は、例えば、光学シミュレーション又は実験
等によって求められてもよい。必ずしもテーブルを用いる必要はなく、収差補正量を導出
するための演算式がメモリ７２に記憶され、演算式を用いて補正量を求めてもよい。この
場合、各パラメータに応じて補正量が逐次異なってもよいし、例えば、パラメータの所定
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のステップ内において一定の補正量が設定され、ステップ毎に補正量が変化されてもよい
。
【００９３】
　なお、光偏向部材の偏向角度に応じて収差補正量を設定する場合、必ずしも偏向角度の
数値データと収差補正量とが対応付けされる必要は必ずしもなく、光偏向部材の駆動角度
情報（例えば、駆動手段８２の駆動信号）と収差補正量とが対応付けされてもよい。また
、前述のように、視標呈示距離に応じて視標光束の輻輳角度を変更する場合、輻輳角度と
収差補正量とが対応付けされてもよい。つまり、制御部７０は、光偏向部材の駆動によっ
て変更される視標光束の輻輳角度に応じて、補正光学系９０の収差補正量を変化させても
よい。また、前述のように、光偏向部材の偏向角度の調整によって被検眼に対する測定光
軸Ｌ１Ｒ，Ｌ１Ｌのアライメントを調整する場合、被検眼のアライメント位置と収差補正
量とが対応付けされてもよい。
【００９４】
　なお、光偏向部材の位置に応じて収差補正量を設定する場合、必ずしも位置データと収
差補正量とが対応付けされる必要は必ずしもなく、光偏向部材の駆動位置情報（例えば、
駆動手段８２の駆動信号）と収差補正量とが対応付けされてもよい。また、前述のように
、光偏向部材の水平位置調整によって一対の測定光学系を瞳孔間距離に対応づける場合、
瞳孔間距離と収差補正量とが対応付けされてもよい。つまり、制御部７０は、被検眼の瞳
孔間距離に応じて、補正光学系９０の収差補正量を変化させてもよい。
【００９５】
　＜複数のパラメータへの対応＞
　なお、前述の矯正度数に応じた収差補正は、例えば、自覚測定時において、光偏向部材
の偏向角度又は位置に応じた収差補正と同時に実施されてもよい。この場合、個別に収差
補正量が設定され、これらを足し合わせた収差補正量が設定されてもよい。より好ましく
は、矯正度数に応じた収差補正量は、光偏向部材の偏向角度及び位置の変化によって変化
しる。したがって、矯正度数、光偏向部材の偏向角度及び位置の３つの変数パラメータか
ら最適な収差補正量を導くためのテーブル・演算式等が予めメモリ７２に記憶されてもよ
い。この場合、少なくとも一つのパラメータの変化に応じて補正光学系９０の収差補正量
が変化されてもよい。
【００９６】
　つまり、複数のパラメータに基づいて収差補正量を求める場合、複数のパラメータから
最適な収差補正量を導くためのテーブル・演算式等が予めメモリ７２に記憶されてもよい
。例えば、同様に、他覚眼屈折力に応じた収差補正は、他覚測定時において、光偏向部材
の偏向角度又は位置に応じた収差補正と同時に実施されてもよい。この場合、個別に収差
補正量が設定され、これらを足し合わせた収差補正量が設定されてもよい。より好ましく
は、他覚眼屈折力に応じた収差補正量は、光偏向部材の偏向角度及び位置の変化によって
変化しる。したがって、他覚眼屈折力、光偏向部材の偏向角度及び位置の３つの変数パラ
メータから最適な収差補正量を導くためのテーブル・演算式等が予めメモリ７２に記憶さ
れてもよい。この場合、少なくとも一つのパラメータの変化に応じて補正光学系９０の収
差補正量が変化されてもよい。
【００９７】
　＜制御動作＞
　以下、自覚式検眼装置１の制御動作について説明する。検者は、顎台５に被検者の顎を
当てさせ、呈示窓３を観察するように指示する。検者は、被検者にディスプレイ３１に表
示された固視標を固視するよう指示した後、被検眼に対するアライメントを行う。検者に
よって、アライメント開始スイッチが選択されると、制御部７０は、自動アライメントを
開始する。
【００９８】
　例えば、制御部７０は、撮像光学系１００によって撮像された顔画像から左右の被検眼
の瞳孔位置を検出する。例えば、瞳孔位置が検出されると、制御部７０は、前眼部像がモ
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ニタ４に表示されるように自覚式検眼装置１を制御する。例えば、制御部７０は、右眼用
の偏向ミラー８１Ｒ，左眼用の偏向ミラー８１Ｌ、それぞれ駆動させ、ＸＹ方向に回転さ
せる。また、例えば、瞳孔位置が検出されると、制御部７０は、右眼用測定手段７Ｒ及び
左眼用測定手段７ＬをそれぞれＸ方向に移動できる。すなわち、制御部７０は、偏向ミラ
ー８１を駆動させることよってＸＹ方向のアライメントを行い、測定手段７を駆動させる
ことによってＺ方向のアライメントを行う。
【００９９】
　なお、本実施形態においては、偏向ミラー８１と、測定手段７と、の駆動によってＸＹ
Ｚ方向のアライメントを調整する構成を例に挙げて説明しているがこれに限定されない。
被検眼と、自覚式測定手段及び他覚式測定手段と、の位置関係を調整できる構成であれば
よい。すなわち、矯正光学系６０によって矯正された像が被検眼の眼底上に形成されるよ
うにＸＹＺ方向を調整できる構成であればよい。例えば、顎台６に対して、自覚式検眼装
置１をＸＹＺ方向に移動可能な構成を設けて、自覚式検眼装置１を移動させる構成であっ
てもよい。また、例えば、偏向ミラー８１のみによってＸＹＺ方向の調整を行える構成と
してもよい。この場合、例えば、偏向ミラー８１は、回転駆動するとともに、測定ユニッ
トとの間の距離が変更するように、偏向ミラー８１がＺ方向移動する構成が挙げられる。
【０１００】
　図９は、撮像素子５２によって撮像された前眼部画像が表示された前眼部観察画面を示
す図である。なお、本実施形態においては、両被検眼の内の一方の被検眼に対するアライ
メント制御について説明する。なお、他方の被検眼についても以下の説明における制御が
祖同様に行われる。なお、例えば、アライメント制御においては、両被検眼がモニタ４上
に表示され、同一画面上で、両被検眼のアライメント制御が行われてもよい。また、例え
ば、アライメント制御においては、モニタ４上に一方の被検眼が表示され、一方の被検眼
のアライメント制御が完了した後、他方の被検眼がモニタ４上に表示され、他方の被検眼
のアライメント制御が行われるようにしてもよい。また、例えば、一方の被検眼のアライ
メント制御結果に基づいて、他方の被検眼のアライメント制御が行われる構成としてもよ
い。
【０１０１】
　例えば、制御部７０は、被検眼に対する矯正光学系６０の像の位置ずれを検出する。例
えば、制御部７０は、検出された検出結果に基づいて、駆動手段を制御し、矯正光学系６
０の像を被検眼に導光するためのみかけの光束を偏向させることにより像の形成位置を光
学的に補正する。このように、本実施形態における自覚式検眼装置１は、被検眼と矯正光
学系との位置ずれを検出し、像の形成位置を光学的に補正する構成を備える。これによっ
て、被検眼と矯正光学系との位置ずれを補正することによって、適正な位置で装置の使用
が可能となり、精度よく測定を行うことができる。
【０１０２】
　より詳細には、例えば、アライメントの際には、第１指標投影光学系４５及び第２指標
投影光学系４６の光源が点灯される。例えば、制御部７０は、リング状に投影された指標
像Ｍａ～ＭｈのＸＹ中心座標（図９の十字マーク参照）を略角膜頂点位置Ｍｏとして検出
する。例えば、アライメント状態の判定を行うために設定されたＸＹ方向のアライメント
基準位置Ｏ１が設定されている。例えば、アライメント基準位置Ｏ１は、本実施形態にお
いては、角膜頂点位置と自覚式検眼装置１の光軸（凹面ミラー８５で反射された光束が通
過する光路の光軸）Ｌ４（Ｌ４Ｒ，Ｌ４Ｌ）が一致する位置として設定されている。例え
ば、アライメント基準位置Ｏ１は、自覚式検眼装置１に用いるアライメント基準位置であ
る。また、例えば、アライメント基準位置Ｏ１を中心として所定の領域において、アライ
メントの適否を判定するためのアライメント許容範囲Ａ１が設定されている。
【０１０３】
　図１０は、アライメント制御について説明する図である。例えば、制御部７０は、アラ
イメント基準位置Ｏ１と角膜頂点位置Ｍｏとの偏位量Δｄを求める。制御部７０は、偏向
ミラー８１を駆動させ、偏位量Δｄが許容範囲Ａ１に入るようにＸＹ方向のアライメント
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を調整する。
【０１０４】
　また、制御部７０は、無限遠の指標像Ｍａ，Ｍｅの像間隔ａと有限遠の指標像Ｍｈ，Ｍ
ｆの像間隔ｂとの像比率（ａ／ｂ）を比較することによりＺ方向のアライメント偏位量Δ
ｄを求める。この場合、制御部７０は、被検眼と自覚式検眼装置１との間における作動距
離（Ｚ方向の距離）がずれた場合に、前述の無限遠指標Ｍａ，Ｍｅの間隔がほとんど変化
しないのに対して、指標像Ｍｈ，Ｍｆの像間隔が変化するという特性を利用して、被検者
眼に対する作動距離方向のアライメント偏位量を求める（詳しくは、特開平６－４６９９
９号参照）。
【０１０５】
　また、制御部７０は、Ｚ方向についても、ＸＹ方向と同様に、Ｚ方向のアライメント基
準位置に対する偏位量Δｄを求め、その偏位量ΔｄがＺ方向のアライメント許容範囲Ａ１
に入るように、測定手段７の駆動制御によって、Ｚ方向のアライメントを作動する。
【０１０６】
　ここで、ＸＹＺ方向におけるアライメント偏位量Δｄが許容範囲Ａ１に入ったら、偏向
ミラー８１及び測定手段７の駆動を停止させると共に、アライメント完了信号を出力する
。なお、アライメント完了後においても、制御部７０は、偏位量Δｄを随時検出しており
、偏位量Δｄが許容範囲Ａ１を超えた場合、自動アライメントを再開する。すなわち、制
御部７０は、偏位量Δｄが許容範囲Ａ１を満たすように眼Ｅに対して撮影部３を追尾させ
る制御（トラッキング）を行う。
【０１０７】
　なお、本実施形態においては、制御部７０が自動的にアライメント制御を行う構成を例
に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、モニタ４上にアライメント基準位置を
電子的に示すマークを表示させ、検者がモニタ４を操作し、アライメント基準位置と、被
検眼と、の位置関係を調整する構成であってもよい。この場合、例えば、制御部７０は、
ＸＹＺ方向におけるアライメントが完了した場合に、モニタ４上にその旨を表示するよう
にしてもよい。
【０１０８】
　また、例えば、アライメント状態が適正となる（アライメントが完了する）まで、被検
者を誘導するようにしてもよい。この場合、制御部７０は、アライメント許容範囲内に角
膜頂点位置が入った場合に、ＸＹＺ方向におけるアライメントが完了した場合に、モニタ
４上にその旨を表示するようにしてもよい。
【０１０９】
　＜他覚式測定＞
　制御部７０は、アライメント完了信号の出力に基づいて、他覚式測定（他覚測定）を開
始するためのトリガ信号が発する。他覚測定を開始するためのトリガ信号が発せられると
、制御部７０は、他覚式測定光学系１０から測定光束を出射する。この場合、各測定光束
は、偏向ミラー８１Ｒ、８１Ｌを介して凹面ミラー８５によって反射された後、被検眼の
眼底に投影される。眼底から反射された測定光は、凹面ミラー８５を介して、偏向ミラー
８１Ｒ（８１Ｌ）によって反射された後、撮像素子２２によって測定画像が撮像される。
【０１１０】
　例えば、他覚眼屈折力の測定においては、はじめに眼屈折力の予備測定が行われ、予備
測定の結果に基づいてディスプレイ３１が光軸Ｌ２方向に移動されることにより、被検眼
Ｅに対して雲霧がかけられてもよい。すなわち、ディスプレイ３１が被検眼Ｅに対して、
一度ピントが合う位置に移動されてもよい。その後、雲霧がかけられた被検眼に対して眼
屈折力の本測定が行われてもよい。本測定では、測定画像は撮像素子２２に撮像され、撮
像素子２２からの出力信号は、メモリ７２に画像データ（測定画像）として記憶される。
その後、制御部７０は、メモリ７２に記憶されたリング像を画像解析して各経線方向の屈
折力の値を求める。制御部７０は、この屈折力に所定の処理を施すことによって遠用時で
の被検者眼のＳ（球面度数）、Ｃ（乱視度数）、Ａ（乱視軸角度）の他覚眼屈折力（他覚
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値）を得る。得られた遠用時での他覚値はメモリ７２に記憶される。
【０１１１】
　上記他覚眼屈折力の測定において、制御部７０は、補正光学系９０を制御し、他覚式測
定光学系１０の光路にて生じる光学収差を補正してもよい。この場合、他覚式測定光学系
１０によって測定された屈折度数に応じた補正量をメモリ７２から取得し、取得された収
差補正量に基づいて補正光学系９０を制御する。
【０１１２】
　より具体的には、予備測定で得られた眼屈折力に応じて補正量が設定され、設定された
補正量に基づいて補正光学系９０が駆動される。これによって、本測定は、他覚式測定光
学系１０の光路にて生じる収差が補正された状態において本測定が行われるので、他覚眼
屈折力を精度よく測定できる。なお、眼屈折力を連続的に測定する場合（例えば、本測定
を複数行う）、各測定結果に基づいて補正光学系９０が制御されてもよい。
【０１１３】
　なお、上記説明においては、遠用での他覚眼屈折力が測定されたが、これに限定されず
、近用距離にて視標が呈示された状態での眼屈折力である近用での他覚眼屈折力が測定さ
れてもよい。なお、他覚眼屈折力測定は、左右眼同時に実行されてもよいし、左右眼別々
のタイミングにて実施されてもよい。
【０１１４】
　＜自覚式測定＞
　他覚屈折力測定が完了し、モニタ（本実施形態においては、操作部を兼ねる）４が操作
されると、自覚の遠用視力測定モード（自覚屈折力測定）モードに切り換えられる。制御
部７０は、遠用での他覚屈折力測定で得られた被検眼の他覚眼屈折力（球面度数Ｓ、乱視
度数Ｃ、乱視軸角度Ａ）に基づいて矯正光学系６０を駆動し、被検眼の屈折誤差を矯正し
てもよい。
【０１１５】
　より具体的には、遠用の他覚屈折力測定における球面度数Ｓに基づいてディスプレイ３
１が光軸Ｌ２方向に移動されてもよい。この結果、被検眼の球面度数に関する屈折誤差が
矯正された状態にされる。また、乱視度数Ｃ及び乱視軸角度Ａに基づいて乱視矯正光学系
６３が駆動されてもよい。この結果、被検眼の乱視に関する屈折力誤差が矯正された状態
とされる。
【０１１６】
　視力測定モードにおいて、制御部７０は、矯正光学系６０によって矯正される矯正度数
に応じて補正光学系９０による収差補正量を変更してもよい。例えば、モニタ４からの操
作信号に基づいて矯正光学系６０の矯正度数が変更される場合、制御部７０は、変更され
る矯正度数に応じて、補正光学系９０による収差補正量を変更してもよい。これによって
、オートレフでの測定結果に基づく矯正度数に対して変更があった場合であっても、収差
が軽減された視標が呈示される。
【０１１７】
　また、制御部７０は、ディスプレイ３１を制御し、光軸Ｌ２上に所要の視力値視標を表
示してもよい（例えば、視力値０．８の視標）。被検眼に初期呈示視標が呈示されたら、
検者は、被検者の遠用視力測定を行う。モニタ４の所定のスイッチが押されると、呈示さ
れる視力値視標が切換えられる。
【０１１８】
　例えば、検者は、被検者の回答が正答の場合には、１段階高い視力値の視標に切換える
。一方、被検者の回答が誤答の場合には１段階低い視力値の視標に切換える。つまり、制
御部７０は、モニタ４からの視力値変更の信号に基づいて視標を切換えてもよい。
【０１１９】
　また、検者は、モニタ４を用いて、矯正光学系６０の矯正度数を変更し、被検眼の遠用
自覚値（球面度数Ｓ、乱視度数Ｃ、乱視軸角度Ａ）を求めてもよい。
【０１２０】
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　なお、矯正光学系６０の矯正度数は、左右眼別々の度数に設定されてもよいし、左右眼
での同一の度数に設定されてもよい。なお、自覚眼屈折力測定は、左右眼同時に実行され
てもよいし、左右眼別々のタイミングにて実施されてもよい。なお、別々のタイミングの
場合、非測定眼のディスプレイ３１に視標を表示しないようにしてもよいし、矯正光学系
６０によってフォグ（例えば、他覚値に対して一定の屈折度数が付加される）が行われて
もよい。
【０１２１】
　遠用での自覚値が求められた後、自覚の近用視力測定モードに切り換えられてもよい。
近用測定モードに設定されると、制御部７０は、投光光学系３０を制御し、偏向ミラー８
１による輻輳角を変更し、近用位置に視標を呈示してもよい。なお、近用検査での視標の
呈示距離は、操作部４からの操作信号に基づいて任意に変更されてもよい。その結果、視
標の呈示距離が遠用位置から近用位置に変更される。なお、近用検査においては、近用位
置において視標の呈示距離を変更することによって、加入度・調節力を自覚的に求めるよ
うにしてもよい。
【０１２２】
　この場合、例えば、制御部７０は、視標の呈示距離に応じた収差補正量をメモリ７２か
ら取得し、取得された収差補正量に基づいて補正光学系９０を制御してもよい。また、視
標の呈示距離が変更される場合、制御部７０は、変更される視標呈示距離に応じて、補正
光学系９０による収差補正量を変更してもよい。これによって、視標呈示距離に変更があ
った場合であっても、収差が軽減された視標が呈示される。この場合、制御部７０は、視
標の呈示距離が付加された矯正度数に応じて収差補正量を変化させてもよい。
【０１２３】
　さらに、制御部７０は、視標の呈示位置の変更に応じて、光偏向部材を制御し、左右の
視標光束の輻輳角度を変更してもよい。この場合、例えば、制御部７０は、輻輳角度に対
応する光偏向部材の偏向角度に応じた収差補正量をメモリ７２から取得し、取得された収
差補正量に基づいて補正光学系９０を制御してもよい。また、視標光束の輻輳角度が変更
される場合、制御部７０は、変更される輻輳角度に応じて、補正光学系９０による収差補
正量を変更してもよい。これによって、輻輳角度に変更があった場合であっても、収差が
軽減された視標が呈示される。
【０１２４】
　近用検査においては、遠用検査と同様、例えば、検者は、操作部４の所定のスイッチを
用いて矯正光学系６０の矯正度数を変更し、近用視標が呈示された状態での自覚的眼屈折
力（近用自覚値）を測定してもよい。近用検査において、制御部７０は、矯正度数の変更
に応じて補正光学系９０の収差補正量を変更してもよい。
【０１２５】
　以上示したように、他覚検査及び自覚検査において収差補正量を変更することによって
、検査全体を良好に行うことができる。なお、上記説明においては、他覚検査及び自覚検
査の両方で収差補正を行うものとしたが、これに限定されず、他覚検査、自覚検査のいず
れかにおいて補正光学系９０による収差量の変更が行われてもよい。
【０１２６】
　なお、上記説明においては、矯正光学系６０とは別に補正光学系９０が設けられたが、
矯正光学系６０が補正光学系９０を兼用する場合においても、上記実施形態の適用は可能
である。例えば、補正光学系９０として、乱視補正光学系６３が用いられてもよい。この
場合、例えば、矯正度数としての乱視度数、軸角度に対して、収差補正量が付加されても
よい。
【０１２７】
　なお、上記構成においては、凹面ミラー８５の光軸上に、測定光学系の光軸が配置され
るように光学系が設計されているので、凹面ミラー８５によって発生する収差を抑制でき
る。したがって、前述の補正光学系９０による収差補正量が少なくて済む。ただし、本実
施形態は、凹面ミラー８５の軸外に測定光学系の光軸が配置される構成であっても、本実
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施形態の適用は可能である。
【０１２８】
　＜補助光学部材＞
　なお、被検眼が強度の屈折異常眼の場合に備え、自覚式測定光学系の光路中に補助光学
部材を配置できるようにしてもよい。補助光学部材としては、例えば、レンズ、プリズム
、ミラー等であってもよい。測定する被検眼のディオプター値が大きい場合には、補正光
学系９０のみでは光学収差を補正できない場合がある。このため、補助光学部材を用いる
ことで、補正光学系９０のみでは補正手段では補正できない光学収差を補正することがで
き、精度よく測定を行うことができる。より詳細には、例えば、１３．０Ｄの被検者の場
合に、１０．０Ｄの補助光学部材（例えば、仮枠）を装着してもらう。その状態下で測定
を行い、取得された測定結果に対して、補助光学部材の矯正度数を考慮させる。例えば、
被検者の測定結果が３．０Ｄであった場合には、測定結果を補正し、被検者は、１３．０
Ｄであるという結果を出力する。
【０１２９】
　この場合、制御部７０は、他覚式測定手段によって取得された眼屈折力に基づいて、補
助光学部材が必要であるか否かを判定する判定処理を行うようにしてもよい。さらに、制
御部７０は、判定処理の結果に基づいて、自覚式測定光学系の光路中への補助光学部材の
挿脱制御を行うようにしてもよい。これによって、自動的に補助光学部材の挿脱が行われ
、容易に精度よく測定を行うことができる。また、補助光学部材については、本実施例に
おける自覚式検眼装置のように、装置構成が小型なものに対して特に有用である。すなわ
ち、例えば、凹面ミラー８５から被検眼までの距離が小さい場合には、矯正度数による収
差量の変化が大きくなりやすい。このため、補助光学部材を用いることで、補正光学系９
０のみでは補正手段では補正できない光学収差を補正するとよりよい。
【０１３０】
　また、これに限定されず、制御部７０は、判定処理の結果に基づく報知情報をモニタ７
５に表示するようにしてもよい。ここで、補助光学部材が必要である旨の報知情報が表示
された場合、検者は、自覚式測定光学系の光路中に補助光学部材を配置できるようにして
もよい。この場合、補助レンズが被検者に装着されてもよい。この場合、検者に補助光学
部材の必要性を報知することができるため、検者は補助光学部材の必要性を容易に認識す
ることができ、補助光学部材の使用忘れを抑制することができる。
【０１３１】
　なお、上記構成においては、測定光学系の光路にて生じる光学収差を補正光学系９０に
よって光学的に補正したが、これに限定されず、他の補正処理を行うようにしてもよい。
例えば、測定光学系の光路にて生じる光学収差に応じて他覚測定光学系１０の測定画像の
収差を補正するようにしてもよい。また、測定光学系の光路にて生じる光学収差に応じて
他覚測定光学系１０の他覚値を補正するようにしてもよい。
【０１３２】
　なお、本実施形態における収差補正に関する技術は、他覚式測定手段を有していない自
覚式検眼装置においても適用可能である。また、本実施形態における収差補正に関する技
術は、例えば、左右一対に設けられた右被検眼用矯正光学系と左被検眼用矯正光学系を有
する矯正光学系及び右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と左眼用矯正光学系を含む左眼用
光路とで共有される凹面ミラー８５を有していない自覚式検眼装置においても適用可能で
ある。すなわち、本実施形態における収差補正に関する技術は、視標光束を被検眼に向け
て投影する投光光学系と、投光光学系の光路中に配置され、視標光束の光学特性を変化す
る矯正光学系と、矯正光学系によって矯正された視標光束を被検眼に導光し、矯正光学系
によって矯正された視標光束の像を被検眼の眼前に形成する光学部材と、を有し、被検眼
の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備える自覚式検眼装置において、適用可
能である。
【０１３３】
　＜アライメント許容範囲の変更＞
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　制御部７０は、アライメント状態の判定を行うためのアライメント許容範囲を、眼屈折
力に基づいて設定してもよい。例えば、制御部７０は、遠用の他覚屈折力測定で得られた
被検眼の他覚眼屈折力（球面度数Ｓ、乱視度数Ｃ、乱視軸角度Ａ）に基づいて、自覚眼屈
折力測定時における、被検眼と自覚式測定手段とのアライメント状態の判定を行うための
アライメント許容範囲を、眼屈折力に基づいて設定する。以下の説明においては、ＸＹ方
向のアライメント許容範囲の設定について説明するが、Ｚ方向のアライメント許容範囲に
おいても同様の設定がされている。
【０１３４】
　なお、本実施形態においては、自覚式検眼装置１の他覚式測定手段によって取得された
被検眼の他覚眼屈折力を用いて、アライメント許容範囲を変更する構成を例に挙げて説明
するがこれに限定されない。例えば、異なる他覚式測定装置によって取得された測定結果
を受信して用いる構成としてもよい。
【０１３５】
　より詳細に説明する。例えば、本実施形態においては、アライメント許容範囲は、球面
度数毎に作成されている。もちろん、アライメント許容範囲は、眼屈折力に基づいて設定
されていればよい。例えば、例えば、各球面度数での乱視度数、軸角度の違いを考慮して
、各球面度数での乱視度数毎、軸角度毎にアライメント許容範囲が作成されてもよい。
【０１３６】
　図１１は、アライメント許容範囲の変更について説明する図である。図１１（ａ）は、
０ディオプター（Ｄ）である場合のアライメント許容範囲を示している。図１１（ｂ）は
、２．０Ｄである場合のアライメント許容範囲を示している。図１１（ｃ）は、５．０Ｄ
である場合のアライメント許容範囲を示している。なお、例えば、アライメント許容範囲
は、眼屈折力に応じて、設定されている。例えば、アライメント許容範囲は、予め、シミ
ュレーション、実験等によって算出され、設定されている。もちろん、眼屈折力に応じて
、アライメント制御前後において、アライメント許容範囲が算出され、設定されるように
してもよい。
【０１３７】
　例えば、制御部７０は、０Ｄを基準として、０Ｄからプラス方向（プラス側）又はマイ
ナス方向（マイナス側）にディオプター値が大きくなるにつれて、アライメント許容範囲
を小さくするように設定している。例えば、図１１（ｂ）に示されるように、２．０Ｄの
アライメント許容範囲Ａ２は、図１１（ａ）における０Ｄのアライメント許容範囲Ａ１よ
りも小さく設定されている。また、例えば、図１１（ｃ）に示されるように、５．０Ｄの
アライメント許容範囲Ａ３は、図１１（ｂ）における２．０ＤＤのアライメント許容範囲
Ａ２よりもさらに小さく設定されている。
【０１３８】
　例えば、所定の光学特性の被検眼において、精度よく測定結果を取得するために必要と
される適正なアライメント範囲よりも、アライメント許容範囲が大きく設定されているこ
とによって、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際の測定結果の精度が低下する。また
、例えば、所定の光学特性の被検眼において、精度よく測定結果を取得するために必要と
される適正なアライメント範囲よりも、アライメント許容範囲が小さく設定されているこ
とによって、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、アライメント動作が困難となる
。本実施形態における自覚式検眼装置１では、眼屈折力に基づいてアライメント許容範囲
を変更する構成を備える。これによって、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、被
検眼の光学特性を精度よく測定することができる。また、例えば、被検眼の光学特性を自
覚的に測定する際に、効率よくアライメント動作を行うことができる。
【０１３９】
　例えば、本実施形態における自覚式検眼装置１は、０ディオプターを基準としてディオ
プター値がプラス方向又はマイナス方向に大きくなる場合には、アライメント許容範囲を
小さくする構成を備える。これによって、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際の測定
結果の精度が低下することを抑制することができる。また、例えば、０ディオプターを基
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準としてディオプター値が０ディオプターに近い場合には、アライメント許容範囲を大き
くすることよって、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、アライメント動作が困難
となることを抑制することができる。
【０１４０】
　なお、本実施形態における自覚式検眼装置１は、左右一対に設けられた右被検眼用矯正
光学系と左被検眼用矯正光学系を有し、投光光学系３０の光路中に配置され、視標光束の
光学特性を変化する矯正光学系６０を備えている。また、本実施形態における自覚式検眼
装置１は、右眼用矯正手段を含む右眼用光路と左眼用矯正手段を含む左眼用光路とで共有
される凹面ミラー８５であって、矯正光学系６０を通過した視標光束を被検眼に導光し、
矯正光学系６０を通過した視標光束の像を被検眼の眼前に形成する凹面ミラーを有する、
自覚式測定手段を備えている。このような本実施形態における自覚式検眼装置では、眼屈
折力に基づいてアライメント許容範囲を変更することは、特に有用となる。例えば、従来
の自覚式測定手段のように、被検眼の眼前に矯正光学系が設けられ、矯正光学系の検査窓
を覗きこむことによって自覚式の測定を行う場合には、検査窓を覗きこむことによって、
大きく被検眼の位置がずれることがないため、被検眼の光学特性を自覚的に精度よく測定
することができる。しかしながら、本実施形態の自覚式検眼装置１のように、矯正光学系
を眼の眼前に配置することなく、被検眼の屈折力を測定する自覚式測定手段を備える装置
では、被検眼の位置が大きくずれる場合があり、アライメント動作が重要となる。このた
め、矯正光学系を眼の周辺に配置することなく、被検眼の屈折力を測定する自覚式測定手
段では、特に、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、効率よくアライメント動作を
行うことが重要である。また、矯正光学系を眼前に配置することなく、被検眼の屈折力を
測定する自覚式測定手段を備える装置では、特に、被検眼の光学特性を自覚的に測定する
際に、被検眼の光学特性を精度よく測定するためのアライメント許容範囲の設定が重要で
ある。
【０１４１】
　なお、本実施形態における自覚式検眼装置１は、被検眼の眼底に測定光を出射し、その
反射光を受光する他覚式測定光学系１０を有し、被検眼の光学特性を他覚的に測定する他
覚式測定手段を備えている。このため、本実施形態における自覚式検眼装置１では、他覚
式測定手段で測定した測定結果に基づいて、眼屈折力を取得することが可能となり、１つ
の装置で、アライメント許容範囲の変更を可能とすることができる。これによって、容易
な構成で、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、被検眼の光学特性を精度よく測定
することができる。また、容易な構成で、被検眼の光学特性を自覚的に測定する際に、効
率よくアライメント動作を行うことができる。
【０１４２】
　なお、本実施形態におけるアライメント許容範囲の変更に関する技術は、他覚式測定手
段を有していない自覚式検眼装置においても適用可能である。また、本実施形態における
アライメント許容範囲の変更に関する技術は、例えば、左右一対に設けられた右被検眼用
矯正光学系と左被検眼用矯正光学系を有する矯正光学系及び凹面ミラー８５の少なくとも
いずれかを有していない自覚式検眼装置においても適用可能である。すなわち、本実施形
態におけるアライメント許容範囲の変更に関する技術は、視標光束を被検眼に向けて投影
する投光光学系と、投光光学系の光路中であって、視標光束の光学特性を変化する矯正光
学系と、を有し、被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式測定手段を備える自覚式検
眼装置であれば適用可能である。
【０１４３】
　なお、本発明においては、本実施形態に記載した装置に限定されない。例えば、上記実
施形態の機能を行う自覚式検眼ソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶
媒体等を介して、システムあるいは装置に供給する。そして、システムあるいは装置の制
御装置（例えば、ＣＰＵ等）がプログラムを読み出し、実行することも可能である。
【符号の説明】
【０１４４】
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　１　自覚式検眼装置
　２　筐体
　３　呈示窓
　４　モニタ
　５　顎台
　６　基台
  ７　測定手段
１０　他覚式測定光学系
２５　自覚式測定光学系
３０　投光光学系
４５　第１指標投影光学系
４６　第２指標投影光学系
５０　観察光学系
６０　矯正光学系
７０　制御部
７２　メモリ
８１　偏向ミラー
８４　ハーフミラー
８５　凹面ミラー
９０　補正光学系
１００　撮像光学系

【図１】 【図２】
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